
  

 
  

 
 

 
 
 
 

上場株 1,000 万円非課税特例 

Ｑ：上場株式の購入価額1,000万円を非課

税とする特例を受けようと思っていますが、

1,000万円を超えて株式を購入している場合

は、どのようにすればいいのですか？ 

 

Ａ：先入先出法によることが明らかになり

ました。ただし、この場合には、一般口座と

特定口座を区分しませんので注意してくださ

い。 

【解説】 

いわゆる上場株1,000万円非課税特例は、13

年11月30日から14年12月31日までに取得した

株を16年まで保有し、17年から19年までの間

に売却した上場株式等が対象になります。 

ただし、特定口座のうち源泉徴収選択口座

で売却された株式や相続や贈与などにより取

得した上場株は対象になりませんので注意し

てください。 

この特例を受けるためには、「特定上場株

式等非課税適用選択申告書」を提出しなけれ

ばならず、またこの際には取得対価の額(取得

対価には購入時の委託手数料を含みません)

を証明する書類も添付しなければならないこ

ととなっています。 

なお、非課税上限枠を超えて上場株を取得

している場合に、その株式が特例の対象にな

るかどうかの判定は、先入先出法によること

となっていますが、この場合には、一般口座

と特定口座とに分けずに判定されることとな

っていますので、注意してください。 
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